
 

議案第２９号 

 

公の施設における暴力団等排除のための関係条例の整備に関する

条例の制定について 

 

公の施設における暴力団等排除のための関係条例の整備に関する条例を次の
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市川市条例第  号 

公の施設における暴力団等排除のための関係条例の整備に関する

条例 

（市川市地域ふれあい館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 市川市地域ふれあい館の設置及び管理に関する条例（平成１８年条例

第７号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団（第９条第６号において「暴

力団」という。）の利益になるとき。 

第９条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

(6) 暴力団の利益になるとき。 

第１２条を第１３条とし、第１１条を第１２条とし、第１０条の次に次の

１条を加える。 

（意見聴取） 

第１１条 市長は、必要があると認めるときは、第４条第２項第５号又は第



 

９条第６号に該当するかどうかについて、千葉県市川警察署長又は千葉県

行徳警察署長の意見を聴くことができる。 

（市川市市民談話室の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 市川市市民談話室の設置及び管理に関する条例（平成２年条例第７号）

の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「談話室の使用を許可しない」を「前項の許可をしない」

に改め、同項中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団（第１０条第６号において「暴

力団」という。）の利益になるとき。 

第１０条中「又は使用の許可を取り消す」を「使用の許可を取り消し、又

は退室を命ずる」に改め、同条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１

号を加える。 

 (6) 暴力団の利益になるとき。 

 第１３条を第１４条とし、第１２条を第１３条とし、第１１条の次に次の

１条を加える。 

（意見聴取） 

第１２条 市長は、必要があると認めるときは、第４条第２項第４号又は第

１０条第６号に該当するかどうかについて、千葉県市川警察署長又は千葉

県行徳警察署長の意見を聴くことができる。 

（市川市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３条 市川市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例（平成３年

条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「あらかじめ」を削り、同条第２項中「センターの使用を

許可しないものとする」を「前項の許可をしないことができる」に改め、同

項第１号中「公の秩序」を「センターを使用しようとするものが公の秩序」

に改め、同項第２号中「施設」を「センターを使用しようとするものが施設」

に、「損傷する」を「壊し、汚し、又は失わせる」に改め、同項中第３号を第



 

４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団（第８条第５号において「暴力

団」という。）の利益になるとき。 

第８条中「使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止する」

を「使用を停止し、使用の許可を取り消し、又は退館を命ずる」に改め、同

条中第３号を第６号とし、第２号を第４号とし、同号の次に次の１号を加え

る。 

(5) 暴力団の利益になるとき。 

  第８条中第１号を第３号とし、同号の前に次の２号を加える。 

(1) 使用者が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。 

 (2) 使用者が施設又は附属設備を壊し、汚し、又は失わせるおそれがある

とき。 

第１１条を第１２条とし、第１０条を第１１条とし、第９条の次に次の１

条を加える。 

 （意見聴取） 

第１０条 市長は、必要があると認めるときは、第５条第２項第３号又は第

８条第５号に該当するかどうかについて、千葉県市川警察署長の意見を聴

くことができる。 

（市川市文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４条 市川市文化会館の設置及び管理に関する条例（昭和６０年条例第１７

号）の一部を次のように改正する。 

第４条第３項中「施設等の使用を許可しない」を「第１項の許可をしない」

に改め、同項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団（第１３条第１項第６号におい

て「暴力団」という。）の利益になるとき。 

第１３条第１項中「又は使用の許可を取り消す」を「使用の許可を取り消



 

し、又は退館を命ずる」に改め、同項中第６号を第７号とし、第５号の次に

次の１号を加える。 

(6) 暴力団の利益になるとき。 

 第１８条を第１９条とし、第１５条から第１７条までを１条ずつ繰り下げ、

第１４条の次に次の１条を加える。 

（意見聴取） 

第１５条 市長は、必要があると認めるときは、第４条第３項第３号又は第

１３条第１項第６号に該当するかどうかについて、千葉県市川警察署長の

意見を聴くことができる。 

（市川市市民会館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第５条 市川市市民会館の設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第２８

号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「施設等の使用を許可しない」を「前項の許可をしない」

に改め、同項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団（第１１条第６号において「暴

力団」という。）の利益になるとき。 

第１１条中「又は使用の許可を取り消す」を「使用の許可を取り消し、又

は退館を命ずる」に改め、同条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１

号を加える。 

 (6) 暴力団の利益になるとき。 

 第１５条を第１６条とし、第１４条を第１５条とし、第１３条を第１４条

とし、第１２条の次に次の１条を加える。 

（意見聴取） 

第１３条 市長は、必要があると認めるときは、第５条第２項第３号又は第

１１条第６号に該当するかどうかについて、千葉県市川警察署長の意見を

聴くことができる。 

（市川市行徳公会堂の設置及び管理に関する条例の一部改正） 



 

第６条 市川市行徳公会堂の設置及び管理に関する条例（平成１６年条例第 

１８号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「施設等の使用を許可しない」を「前項の許可をしない」

に改め、同項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団（第１２条第６号において「暴

力団」という。）の利益になるとき。 

第１２条中「又は使用の許可を取り消す」を「使用の許可を取り消し、又

は退館を命ずる」に改め、同条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１

号を加える。 

 (6) 暴力団の利益になるとき。 

 第１７条を第１８条とし、第１４条から第１６条までを１条ずつ繰り下げ、

第１３条の次に次の１条を加える。 

 （意見聴取） 

第１４条 市長は、必要があると認めるときは、第４条第２項第３号又は第

１２条第６号に該当するかどうかについて、千葉県行徳警察署長の意見を

聴くことができる。 

（市川市急病診療・ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部改    

正） 

第７条 市川市急病診療・ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例（平

成１６年条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

第１４条第２項中「集会室の使用を許可しない」を「前項の許可をしない」

に改め、同項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団（第２１条第５号において「暴

力団」という。）の利益になるとき。 

第２１条中「又は使用の許可を取り消す」を「使用の許可を取り消し、又

は退室を命ずる」に改め、同条中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１



 

号を加える。 

 (5) 暴力団の利益になるとき。 

 第２２条の次に次の１条を加える。 

（意見聴取） 

 第２２条の２ 市長は、必要があると認めるときは、第１４条第２項第３号

又は第２１条第５号に該当するかどうかについて、千葉県市川警察署長の

意見を聴くことができる。 

第２３条第３項中「前条」を「第２２条」に改める。 

（市川市斎場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第８条 市川市斎場の設置及び管理に関する条例（平成９年条例第７号）の一

部を次のように改正する。 

第４条中「者」を「もの」に改め、「あらかじめ」を削り、同条に次の１項

を加える。 

 ２ 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可を

しないことができる。 

(1) 市斎場を使用しようとするものが公の秩序又は善良の風俗を害する

おそれがあるとき。 

(2) 市斎場を使用しようとするものが市斎場の施設又は附属設備を壊し、

汚し、又は失わせるおそれがあるとき。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団（第６条第５号において「暴力

団」という。）の利益になるとき。 

(4) その他市斎場の管理運営上支障を生ずるおそれがあるとき。 

 第５条中「前条」を「前条第１項」に、「使用する者」を「使用するもの」

に、「別に」を「市川市使用料条例（平成１１年条例第３９号）に」に改め

る。 

 第６条中「又は使用の許可を取り消す」を「使用の許可を取り消し、又は

退場を命ずる」に改め、同条中第３号を第６号とし、第２号を第４号とし、



 

同号の次に次の１号を加える。 

(5) 暴力団の利益になるとき。 

  第６条中第１号を第３号とし、同号の前に次の２号を加える。 

(1) 使用者が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。 

 (2) 使用者が市斎場の施設又は附属設備を壊し、汚し、又は失わせるおそ

れがあるとき。 

第８条を第９条とし、第７条を第８条とし、第６条の次に次の１条を加え

る。 

 （意見聴取） 

第７条 市長は、必要があると認めるときは、第４条第２項第３号又は前条

第５号に該当するかどうかについて、千葉県市川警察署長又は千葉県行徳

警察署長の意見を聴くことができる。 

（市川市市民体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第９条 市川市市民体育館の設置及び管理に関する条例（昭和４８年条例第 

２６号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「あらかじめ」を削り、同条ただし書及び各号を削り、同条に次

の１項を加える。 

 ２ 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可

をしないことができる。 

(1) 体育館を使用しようとするものが公の秩序又は善良の風俗を害する

おそれがあるとき。 

(2) 体育館を使用しようとするものが体育館の施設又は附属設備を壊し、

汚し、又は失わせるおそれがあるとき。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団（第７条第６号において「暴力

団」という。）の利益になるとき。 

(4) その他体育館の管理運営上支障を生ずるおそれがあるとき。 

第７条を次のように改める。 



 

 （使用の停止等） 

 第７条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育館   

の使用を停止し、使用の許可を取り消し、又は退館を命ずることができる。 

(1) 使用者が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。 

(2) 使用者が体育館の施設又は附属設備を壊し、汚し、又は失わせるおそ

れがあるとき。 

(3) 使用者が使用の目的に違反したとき。 

(4) 使用者が使用の許可に際して付された条件に違反したとき。 

(5) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。 

(6) 暴力団の利益になるとき。 

 (7) その他体育館の管理運営上支障があるとき。 

第９条を第１０条とし、第８条を第９条とし、第７条の次に次の１条を加

える。 

 （意見聴取） 

第８条 委員会は、必要があると認めるときは、第４条第２項第３号又は前

条第６号に該当するかどうかについて、千葉県市川警察署長又は千葉県行

徳警察署長の意見を聴くことができる。 

（市川市勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１０条 市川市勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例（昭和５７年

条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「第８条及び第９条第１項」を「第１０条及び第１１条第

１項」に改め、「あらかじめ」を削り、同条第２項中「認めた」を「認める」

に、「センター又は分館の使用を許可しない」を「前項の許可をしないことが

できる」に改め、同項第２号中「第４条第１項各号」の次に「（第５号を除く。）」

を加え、同項中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団（第１１条第１項第６号におい

て「暴力団」という。）の利益になるとき。 



 

第１１条第１項中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

 (6) 暴力団の利益になるとき。 

 第１８条を第１９条とし、第１３条から第１７条までを１条ずつ繰り下げ、

第１２条の次に次の１条を加える。 

 （意見聴取） 

第１３条 市長は、必要があると認めるときは、第６条第２項第５号又は第

１１条第１項第６号に該当するかどうかについて、千葉県市川警察署長の

意見を聴くことができる。 

（市川市少年自然の家の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１１条 市川市少年自然の家の設置及び管理に関する条例（昭和５７年条例

第２６号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団（第１２条第６号において「暴

力団」という。）の利益になるとき。 

第１２条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

 (6) 暴力団の利益になるとき。 

 第１５条を第１６条とし、第１４条を第１５条とし、第１３条の次に次の

１条を加える。 

 （意見聴取） 

第１４条 教育委員会は、必要があると認めるときは、第６条第２項第４号

又は第１２条第６号に該当するかどうかについて、千葉県市川警察署長の

意見を聴くことができる。 

（市川市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１２条 市川市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例（平成６年条

例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第７条第２項中「映像文化センターの使用を許可しない」を「前項の許可

をしない」に改め、同項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加



 

える。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団（第１０条第１項第５号におい

て「暴力団」という。）の利益になるとき。 

第１０条第１項中第３号を第６号とし、第２号を第４号とし、同号の次に

次の１号を加える。 

 (5) 暴力団の利益になるとき。 

 第１０条第１項中第１号を第３号とし、同号の前に次の２号を加える。 

 (1) 映像文化センターを使用するものが公の秩序又は善良の風俗を害す

るおそれがあるとき。 

(2) 映像文化センターを使用するものが映像文化センターの施設、附属設

備等を壊し、汚し、又は失わせるおそれがあるとき。 

第１４条を第１５条とし、第１３条を第１４条とし、第１２条を第１３条

とし、第１１条の次に次の１条を加える。 

 （意見聴取） 

第１２条 委員会は、必要があると認めるときは、第７条第２項第３号又は

第１０条第１項第５号に該当するかどうかについて、千葉県市川警察署長

の意見を聴くことができる。 

（市川市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１３条 市川市公民館の設置及び管理に関する条例（昭和３９年条例第４６

号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「公民館の使用を許可しない」を「前項の許可をしない」

に改め、同項中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団（第９条第６号において「暴力

団」という。）の利益になるとき。 

第９条中「又は使用の許可を取り消す」を「使用の許可を取り消し、又は

退館を命ずる」に改め、同条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号



 

を加える。 

 (6) 暴力団の利益になるとき。 

 第１５条を第１６条とし、第１１条から第１４条までを１条ずつ繰り下げ、

第１０条の次に次の１条を加える。 

 （意見聴取） 

第１１条 委員会は、必要があると認めるときは、第４条第２項第５号又は

第９条第６号に該当するかどうかについて、千葉県市川警察署長又は千葉

県行徳警察署長の意見を聴くことができる。 

（市川市林間施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１４条 市川市林間施設の設置及び管理に関する条例（昭和５１年条例第 

３７号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「、あらかじめ」を削り、同条第２項中「一に該当する」

を「いずれかに該当すると認める」に、「施設の使用を許可しない」を「前項

の許可をしないことができる」に改め、同項各号を次のように改める。 

(1) 施設を使用しようとする者が公の秩序又は善良の風俗を害するおそ

れがあるとき。 

(2) 施設を使用しようとする者が施設又は附属設備を壊し、汚し、又は失

わせるおそれがあるとき。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団（第８条第６号において「暴力

団」という。）の利益になるとき。 

(4) その他林間施設の管理運営上支障を生ずるおそれがあるとき。 

第８条を次のように改める。 

 （使用の停止等） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使

用を停止し、使用の許可を取り消し、又は退館を命ずることができる。 

(1) 使用者が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。 

(2) 使用者が施設又は附属設備を壊し、汚し、又は失わせるおそれがある



 

とき。 

(3) 使用者が使用の目的に違反したとき。 

(4) 使用者が使用の許可に際して付された条件に違反したとき。 

(5) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。 

(6) 暴力団の利益になるとき。 

 (7) その他林間施設の管理運営上支障があるとき。 

第１０条を第１１条とし、第９条を第１０条とし、第８条の次に次の１条

を加える。 

 （意見聴取） 

第９条 市長は、必要があると認めるときは、第５条第２項第３号又は前条

第６号に該当するかどうかについて、千葉県市川警察署長の意見を聴くこ

とができる。 

（市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１５条 市川市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年条例第９号）

の一部を次のように改正する。 

 目次中「第７０条」を「第７１条」に改める。 

第２条第５号中「第２６条」を「第２６条第１項」に改める。 

第６条第１項中「第５号まで」を「第６号まで」に、「及び第５号」を「か

ら第６号まで」に、「第５号）」を「第５号及び第６号）」に改め、同項に次の

１号を加える。 

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。 

  第７条第２項中「第５号まで」を「第６号まで」に、「及び第５号」を「か

ら第６号まで」に改める。 

第２６条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるとき

は、市長は、同項の承認をしてはならない。 



 

  第２７条に次の１項を加える。 

２ 前項の承認を受けようとする者又は現に同居する者が暴力団員であると

きは、市長は、同項の承認をしてはならない。 

第４１条第１項中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

(6) 入居者等が暴力団員であることが判明したとき。 

  第４１条第４項中「第５号」を「第６号」に改め、同条第５項中「第１項

第６号」を「第１項第７号」に改める。 

  第５７条第２項中「第５号」を「第６号」に、「第１項第６号」を「第１項

第７号」に改める。 

  第７０条を第７１条とし、第６７条から第６９条までを１条ずつ繰り下げ、

第６６条の次に次の１条を加える。 

 （意見聴取） 

第６７条 市長は、必要があると認めるときは、第６条第１項第６号、第  

２６条第２項又は第２７条第２項に規定する者が暴力団員であるかどう

かについて、千葉県市川警察署長又は千葉県行徳警察署長の意見を聴くこ

とができる。 

２ 市長は、入居者等が暴力団員である疑いがあると認めるときは、その理

由を付して、千葉県市川警察署長又は千葉県行徳警察署長の意見を聴くこ

とができる。 

（市川市高齢者福祉住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１６条 市川市高齢者福祉住宅の設置及び管理に関する条例（平成５年条例

第６号）の一部を次のように改正する。 

  第３条に次の１号を加える。 

  (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（第１３条第２項において

「暴力団員」という。）でないこと。 

  第１１条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第３号中「第３条第１

号、第４号又は第５号」を「第３条（第２号及び第３号を除く。）」に改める。 



 

  第１５条を第１６条とし、第１４条を第１５条とし、第１３条を第１４条

とし、第１２条の次に次の１条を加える。 

 （意見聴取） 

第１３条 市長は、必要があると認めるときは、第３条第６号に該当するか

どうかについて、千葉県市川警察署長の意見を聴くことができる。 

 ２ 市長は、使用者が暴力団員である疑いがあると認めるときは、その理由

を付して、千葉県市川警察署長の意見を聴くことができる。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



 

理  由  

 

公の施設における使用者等の安全及び平穏の確保を図るため、暴力団及び

暴力団員による公の施設の使用を排除する必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 

 


